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市町村 従業員 事業主 関係行政機関等

入
社
時

•住民票写し
•所得証明
•国保資格異
動（喪失）

•配偶者、被扶養者関係届
•国保被保険者の場合、資
格喪失届

•健保被保険者証受領

•健保・厚年資格取得届
•健保被扶養者届
•国年3号取得届
•健保被保険者証確認

【年金事務所】
•被保険者/国年3号資格
取得確認

•標準報酬決定
【健保組合等】
•被保険者資格取得確認
•被保険者証交付
【公共職業安定所】
•被保険者資格確認
•被保険者証交付

在
職
中

•住民票写し
•所得証明

•婚姻、離婚、出生、死亡、
その他家族の異動に関す
る届

•健保出産一時金請求/出
産手当申請

•雇用保険育児休業給付
申請

•健保被扶養者・国年3号
資格異動届

•健保・厚年報酬月額算定
基礎届（定時・随時）

•労働保険料年次更新
•出産手当申請補記・確認
•雇用保険育児休業給付
申請補記・確認

【年金事務所】
•国年3号資格得喪確認
•標準報酬更新・決定
【健保組合等】
•被扶養者異動確認
•出産手当等支給
【公共職業安定所】
•労働保険料精算・収納
•育児休業給付金支給

退
職
時

•国年1号資格
取得（種別
変更）

•国保資格取
得

•国年1号資格取得（種別
変更）届（本人・配偶
者）

•国保資格取得届（本人・
被扶養者）要健保資格
喪失証明書

•離職票本人欄記入、雇用
保険

•健保・厚年資格喪失届
•国年3号資格喪失届
•雇用保険資格喪失届
•離職票事業主欄記入

【年金事務所】
•被保険者/国年3号資格
喪失確認
【健保組合等】
•被保険者資格喪失確認
【公共職業安定所】
•雇用保険被保険者資格
喪失確認

•離職票交付

証明

国保
届出

届出 届出

交付
（証）

決定
通知

証明 届出
届出

決定
通知

国保
届出

届出

交付

交付

１．社会保険手続について
（１）社会保険手続の課題
l 提出する書類（情報）が多く、同じような書類を複数に提出するなど、従業員、事業主双方にとって課題となっている。
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市町村 従業員 事業主 関係行政機関等

入
社
時

•住民票写し
•所得証明
•国保資格異動
（喪失）

•配偶者、被扶養者届
•国保被保険者の場
合、資格喪失届

•健保被保険者証受
領

•扶養関係の届出

•健保・厚年資格取得届
•健保被扶養者届
•国年3号取得届
•健保被保険者証確認
•法定帳簿データ提出
（賃金台帳、労働者名簿、出
勤簿等）

【年金事務所】
•被保険者/国年3号資
格取得確認

•標準報酬決定
【健保組合等】
•被保険者資格取得確認
•被保険者証交付
【公共職業安定所】
•被保険者資格確認
•被保険者証交付

在
職
中

•住民票写し
•所得証明

•婚姻、離婚、出生、
死亡、その他家族の
異動に関する届

•健保出産一時金請
求/出産手当申請

•雇用保険育児休業
給付申請

•扶養関係異動届出
•休業等給付申請

•健保被扶養者・国年3号
資格異動届

•健保・厚年報酬月額算
定基礎届（定時・随
時）

•労働保険料年次更新
•出産手当申請補記確認
•雇用保険育児休業給付
申請補記・確認

•扶養関係異動届出
•法定帳簿データ提出

【年金事務所】
•国年3号資格得喪確認
•標準報酬更新・決定
【健保組合等】
•被扶養者異動確認
•出産手当等支給
【公共職業安定所】
•労働保険料精算・収納
•育児休業給付金支給

退
職
時

•国年1号、3号
資格取得（種
別変更）

•国保資格取得

•国年1号資格取得
（種別変更）届
（本人・配偶者）

•国保資格取得届
（本人・被扶養者）
要健保資格喪失証
明書

•離職票本人欄記入、
雇用保険

•健保・厚年資格喪失届
•国年3号資格喪失届
•雇用保険資格喪失届
•離職票事業主欄記入
•法定帳簿データ提出

【年金事務所】
•被保険者/国年3号資格
喪失確認
【健保組合等】
•被保険者資格喪失確認
【公共職業安定所】
•雇用保険被保険者資格
喪失確認

•離職票交付

行政機関間での情報共有（情報提供ネットワークによる扶養関係照会／国保・年金関係通知等）

行
政
機
関
間
で
の
情
報
共
有

マイナンバー＋必要最低限の届け出 マイナンバー＋給与情報等

（２）社会保険手続の解決策（案）
l 「ワンスオンリー」の考え方に基づき、一度提出させた情報は二度提出させない。行政機関間の情報共有で対応する。



保険種別 支払先 保険料計算方法

社会保険

健康保険 健康保険組合

・4-6月の賃金をもとに、保険料額表を用いて等級及び標準報酬月額を
確認し、保険料率を乗じて保険料を算出。
・賞与については千円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率を乗じて
保険料を算出。
・昇給等により標準報酬月額の等級が上下に2ランク以上変動した場合
は、報酬月額変更届（月変）を出す必要がある。

介護保険 健康保険組合 ・標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率を乗じて算出。

厚生年金保険 年金機構
・健康保険と原則同じ。ただし等級及び標準報酬月額の上限及び下限
が異なる。
※子ども・子育て拠出金も合算で支払う（事業主負担のみ）。標準報
酬月額及び標準賞与額に拠出金率（0.2%）を乗じて算出。

労働保険

雇用保険 労働基準監督署 ・賃金総額に雇用保険料率を乗じて算出。

労災保険 労働基準監督署 ・賃金総額に労災保険料率を乗じて算出。事業主負担のみ。・雇用保険と労災保険は合算してまとめて支払い。

２．社会保険料の算出方法について
（１）社会保険料算出方法の課題

l 社会保険種別により保険料の計算方法が異なり、企業の負担となっている。
l 特に標準報酬月額表に基づく保険料の算出は、紙の時代の制度をひきづっており、デジタル化を前提に制度の簡素化を図る必要がある。

表 現在の保険種別ごとの保険料計算方法の違い
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保険種別 支払先 保険料計算方法（現状） 改善案

社会保険

健康保険 健康保険組合

・4-6月の賃金をもとに、保険料額表を用いて等級
及び標準報酬月額を確認し、保険料率を乗じて
保険料を算出。
・賞与については千円未満を切り捨てた標準賞与額
に保険料率を乗じて保険料を算出。
・昇給等により標準報酬月額の等級が上下に2ラン
ク以上変動した場合は、報酬月額変更届（月
変）を出す必要がある。

・賃金・賞与に、源泉徴収と同じように、
各保険の料率を乗じて保険料を算
出・支払い

介護保険 健康保険組合
・標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率
を乗じて算出。

厚生年金
保険 年金機構

・健康保険と原則同じ。ただし等級及び標準報酬
月額の上限及び下限が異なる。
※子ども・子育て拠出金も合算で支払う（事業主
負担のみ）。標準報酬月額及び標準賞与額に
拠出金率（0.2%）を乗じて算出。

労働保険

雇用保険 労働基準監督署 ・賃金総額に雇用保険料率を乗じて算出。

労災保険 労働基準監督署
・賃金総額に労災保険料率を乗じて算出。事業主
負担のみ。
・雇用保険と労災保険は合算してまとめて支払い。

（２）社会保険料算出方法の統一・簡素化（案）

表 保険料計算方法の統一・簡素化

l 標準報酬月額は、紙の時代には便利さもあったかもしれないが、人事給与管理がデジタル化された現在においては、むしろ手間となっている。
賃金・賞与に、各社会保険の料率を乗じて保険料を算出する方式に統一し、事業主の負担を軽減する。
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